
合意書

物価高に負けない日本経済を実現するためには、実質賃金をプ

ラスにし手取りを増やすとともに、国内投資をイ足とし成長力を底上げ

することで、経済の好循環を生み出す蜂妥がある。

こうした諷識の下、自由民主党及び国民民主党は、以下に合意

するとともに、今回の合意を第一歩として兎に協力を進めていく。

1.壕H紙のとおり、昨年 12月 の「3党合意」で合意した、いわゆる「103

万円の壁」については、「178万 円」まてヾラ|き上げる。これにより、

納税者の約 8害1をカバーするように手取りを増やす。

2.所得税の人的控除のあり方について、給付付き税額控除など新

たな制度の導入を念頭に、3年以内に抜本的な見直しを行う。

3.高校生の扶湊控除については、当濁、これを維持する。

4。 いわゆる「ハイパー償去P税制」を求める国民民主党の主張を容れ、

全ての業種に対し、筵幸物を含む広範な設備を対象とする属P時償

去P。 税額控除に加えて、繰逮控除を記める大胆な設備投資減

税を導入する。

5.自 動車税、軽自動車税の環境性含幣 1については、自)車ユー
ザーの取得時における負担を軽減、簡素化するため、これを庁発止

する。地方税の減 1又分については、安定財源を確保するための

具体的な方策を検討し、考れまでの間、国の責任で手当する。



6.上記 4～ 5の実現のために強妥となる今碁口8年度税制ビ欠工法案

及び今碁口8年度予算について年度内の早期に成立させる。
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房1紙

(1)物 価違勁 (2年 ごとの見直 し)
①  「基石楚控除 (本則 )」 (現行 58万 円)を 、消費若物価指数 (総
合 )に違動 して 4万 円ラ|き 上げる。
②  「給与所得控除の最イ_式保障額」 (現行 65万 円)を 、「基礎控除
(本則 )」 のラI上 げ額 と同額の 4万 円ラ|き 上 げる。

(2)「二党合意」 を踏まえた対応
。 今後、課税最イ_氏 FRは 生活保護基準を喜力案 して見直すことを基本

とする。
。 ただ し、働 き控 え問題に対応するとともに、物価高で足え厳 し

い状江にある中イ_氏所得若に配慮 し、課税最イ_氏 FRを 178万 円となる

よう特夕1的 に先取 りしてラ|き 上げる。

具体的には、現行 「37万 円」の 「基礎控除 (特ケ1)」 と「給与

所得控除の最イ_氏保障額」を (1)と 同様にそれぞれ 5万 円テ|き 上

げる。併せて現行「37万 円」の「基礎雄除 (特例 )」 の対象を現

行 「年 1又 200万 円まで」から「年 1又 475万 円まで」に拡大する。

さらに、年 1又 475万 円から 665万 円までを対象とする現行「10万

円」の「基礎控除 (特イアll)」 を 32万 円ラ|き 上げる。

(今後、生活保護基準が 178万 円に違するまでは、課税最イム「R178

万円を維持 し、(1)の 物価運動によるラ1上 げに痣 じて、同穎 を

特夕1措置からそれぞれ振 り共口火、ぇてぃ く。)

※ (2)の テI上 げは、物価高で厳 しい状滉にある中イ_氏所得若に
配慮 したものであることや、給付付 き税額雄除の議論の中で

中イム所得若層の給付 。負担のあ り方 を検討 してい くことを踏

まえ、今オロ7年度口欠工において時FR措 置とされた「基礎控除

(特少1)」 を含め、今オロ8年 ・9年の時FR措 置として講ず る。

(3)こ れらにより、全納税者の「所得税の負担開始水準」(=基
礎控除 +給与所得控除)は 178万 円以上 となる。


